
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込受付期間 ： 令和８年６月１日～令和８年６月１５日 

申込受付時間 ： 午前８時３０分～午後５時１５分 

提  出  先 ： 富谷市役所２階 建設部都市計画課 

 

※都市計画課以外では受付いたしませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富谷市建設部都市計画課 

〒９８１－３３９２  富谷市富谷坂松田３０番地 

℡０２２－３５８－０５２７  Fax０２２－３５８－２３５７

令和８年度 

 

市営住宅は、住宅に困窮している低所得者のための住宅です。 

申込には資格や条件があること、入居後も共同住宅でのルールが 

あることをご理解のうえ、お申込みください。 

 

＜今回募集する住宅＞ 

・西沢住宅 2LDK（３人以上世帯対象） 

・湯船沢住宅 2DK（２人～４人世帯対象） 

・清水沢住宅 2DK（単身～３人世帯対象） 
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お申込みにあたり、次の各項目についてそれぞれ確認してください。 

 

＊共通申込資格  

① 住宅の確保に困っている方 

・富谷市に居住しており、収入が少ない等の理由で困窮している方 

・現在市外に居住しており、収入が少ない等の理由で困窮している方で、「勤務先が富谷 

 市内にある」、「富谷市に居住することで、現在の生活と比べ通勤等の利便性が向上する」

など、特段の理由が確認できる方 

 

  

 

 

  

 

 

② 「現在同居しているご家族(親族)」もしくは「同居予定のご家族(親族)」でお申込みの方 

※婚約者と申込む場合は、入居許可日から３ヶ月以内に入籍し、同居することが条件となります。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 世帯全員の所得を合算し、計算した収入月額が基準額以内の方 

     ※計算方法は、別紙「市営住宅収入月額計算表」にてご確認ください。 

 

④ 暴力団員でない方（入居予定の親族も含む） 

 

⑤ 税金の滞納がない方（入居予定の親族も含む） 

  ※契約時に納税証明書を提出していただきます。滞納がある場合は、契約できません。 

 

⑥ 契約手続きをすみやかに行える方 

・ 宮城県在住の連帯保証人を立てること 

保証人は県内に居住し独立の生計を立て、入居を許可された方と同等以上の 

所得があり、市長が適当と認める方です。保証人が税金や公共料金を滞納し 

ている場合や、低額所得により非課税である場合などは認められません。 

・ 入居時の決定家賃月額の３ヶ月分を敷金として納入すること 

◆下記に該当する方は申込みできません。 

・持ち家を有している方（契約時までに処分する予定の方を除く） 

・公営住宅からの住み替えを希望されている方 

・現在民間の賃貸住宅にお住まいで、家賃の不払いや迷惑行為等、申込者自身の過失に

より退去を請求されている方 

◆下記に該当する方は申込みできません。 

・現在の世帯を不自然に分割・統合してのお申込み 

 例）単身赴任や扶養関係のない方とのお申し込み 

・友人同士の同居のお申込み 

・未成年の方のお申込み（結婚している方を除く） 



2 

 

＊単身者申込資格  

単身でお申込みになれるのは、「共通申込資格」の②以外の項目すべてに該当してい

る方のうち、次の条件のいずれかに該当する方です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市営住宅に入居できる収入基準について  

別紙「市営住宅収入月額計算表」で計算した収入月額が、次の基準額以内でなければな

りません。 

・ 一般世帯     収入月額 １５万８千円以下 

・ 裁量階層世帯   収入月額 ２１万４千円以下 

 

※裁量階層世帯とは、 ①申込日において満６０歳以上の方で構成される世帯（１８歳未満の方を含んでもよい） 

②申込日において小学校就学前の子を含む世帯 

③障害のある方を含む世帯 

身体障害者手帳（１～４級）・精神障害者保健福祉手帳（１～２級）・療育手帳（A～B） 

  ④その他 

戦傷病者・原子爆弾被爆者・５年未満の引揚者・ハンセン病療養所入所者 

                       ・・・いずれかに該当する世帯は、一般世帯に比べ所得の制限が緩和されます。 

 

 

・ 今回の募集において基準となる収入は、市町村が発行する令和７年度 所得証明書または 

課税証明書で確認します。（令和６年１月１日～１２月３１日までの収入の証明です。） 

令和７年度所得証明書は令和６年分源泉徴収票と同じ内容となることにご注意ください。 

   令和７～８年中の就業状況や、申込み以降の就職・退職見込みによる収入の増減については、 

今回の入居の審査対象とはなりませんのでご了承ください。 

 ・ 収入月額は、一緒に入居する方全員の所得を合算の上、計算します。 

① 申込日において満６０歳以上の方 

② 身体障害者手帳（１級～４級）をお持ちの方 

③ 精神障害者保健福祉手帳（１～３級）をお持ちの方 

④ 生活保護を受けている方 

⑤ 中国残留邦人等支援給付を受けている方 

⑥ 療育手帳（A～B）をお持ちの方（知的障害） 

⑦ 戦傷病者 

⑧ 原子爆弾被爆者 

⑨ 海外からの引揚者（５年未満の者） 

⑩ ハンセン病療養所入所者 

⑪ 配偶者等からの暴力被害者（保護を受け５年未満の者） 
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＊申込みに必要な書類  

受付期間内に以下の書類をそろえ、富谷市役所２階都市計画課へ提出してください。 

   ※郵送でも提出できますが、不足書類や重要事項に記入漏れがあると再提出となります。 

申込みは１世帯１通とし、期間内にすべての必要書類を提出できない場合は、受付できませんので 

ご注意ください。 

 

＜全員が提出する書類＞ 

① 添付されている「市営住宅入居申込書」 

② 添付されている「市営住宅収入月額計算表」 

③ 添付されている「勤務先証明書」（勤務先より証明を受けたもの） 

※就業している方が２名以上いる場合は、全員分必要となります。様式をコピーしてお使いください。 

④ 入居予定者全員分の住民票  

※世帯主・続柄・本籍・筆頭者の記載があるもの。 

⑤ 所得がある方全員分の令和７年度課税証明書または所得証明書 

※富谷市の場合は、各種控除が記載されている「令和７年度課税証明書」をお求めください。 

※他市町村の場合は、所得額および各種控除が記載されている令和７年度課税証明書または 

所得証明書をお求めください。 

⑥ １８歳以上で所得がない方全員分の令和７年度非課税証明書(市町村発行のもの) 

※各種控除が記載されている非課税証明書を提出してください。 

 

    ※住民票、課税証明書等の取得の際、委任状が必要となる場合があります。 

    その際は、添付されている委任状をご利用ください。 

 

 

＜該当する方のみ提出する書類＞ 

① 障がい者・戦傷病者等の方がいる世帯は、等級などを確認できる手帳等の写し 

② ①の理由以外で裁量階層に該当する世帯は、それらを確認できる証明書 

③ 婚約者と入居を希望する方は、「婚姻予約確認書」 

④ 離婚予定の方は、離婚予定を確認できる証明書（「離婚予定確認書」や裁判所等が発行する「事

件係属証明書等」） 

 

※③～④に該当する方につきましては、前もって様式をお渡ししますので都市計画課まで 

お問い合わせください。 
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＊連帯保証人について  

市営住宅の入居契約を締結する際は、債務の保証および緊急時の手続き代行のために、下記の要

件を満たす連帯保証人が必要となります。 

・独立の生計をたて、入居する方と同等以上の所得があり、市長が適当と認める方。 

・税金や公共料金を滞納していないこと。 

・生活保護受給者など生活困窮者でないこと。 

・入居者の親族であること。 

→親族以外の方を連帯保証人としたい場合はご相談ください。 

・宮城県内に居住している方。 

→県外に居住している方を連帯保証人としたい場合はご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

＊募集する住宅について  

 今回募集する住宅は、西沢住宅１戸、湯船沢住宅１戸、清水沢住宅１戸です。 

 

【市営住宅案内図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各住宅の所在地】 

◇西沢住宅  富谷市富谷西沢 94番地 1、富谷市富谷狸屋敷 202番地 

◇湯船沢住宅 富谷市富谷湯船沢 63～64番地、富谷市富谷湯船沢 51番地 7 

◇清水沢住宅 富谷市富谷清水沢 36番地 

◇宮ノ沢住宅 富谷市富谷宮ノ沢 58番地 2 
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＜平面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家賃ランク 月額家賃（令和８年度） 

Ａ １５，５００円 

Ｂ １７，９００円 

Ｃ ２０，５００円 

Ｄ ２３，１００円 

Ｅ ２６，４００円 

Ｆ ３０，５００円 

 

西沢住宅 ＜２ＬＤＫ＞ 

＜住宅の概要＞ 

   構  造 ： 木造２階建 

間  取 ： ２ＬＤＫ(６２.１０㎡) 

   募集戸数 ： １戸 

   入居予定 ： 令和８年８月 

   建設年度 ： 平成１０年度 

   申込資格 ： ３人以上世帯 

   駐 車 場 ： １台のみ(無料) 

※団地内に２台目の駐車場はありません。 

※世帯の収入月額が基準額（一般世帯 15 万 8千円、裁量階層 21 万 4 千

円）を超えると「収入超過者」として認定され、収入に応じて近傍同

種の住宅並みの家賃を上限として、上表の金額に割増料金が加算され

ます。 参考：令和 8年度家賃上限 62,900 円 

※世帯の収入月額は別紙「市営住宅収入月額計算表」をご参照下さい。 
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＜平面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家賃ランク 月額家賃（令和８年度） 

Ａ １６，６００円 

Ｂ １９，２００円 

Ｃ ２１，９００円 

Ｄ ２４，７００円 

Ｅ ２８，２００円 

Ｆ ３２，６００円 

 

湯船沢住宅 ＜２ＤＫ＞ 

＜住宅の概要＞ 

   構  造 ： 木造平屋建 

間  取 ： ２ＤＫ(５４.６５㎡) 

   募集戸数 ： １戸 

   入居予定 ： 令和８年８月 

   建設年度 ： 平成１７年度 

   申込資格 ： ２人～４人世帯 

   駐 車 場 ： １台のみ(無料) 

※団地内に２台目の駐車場はありません。 

※世帯の収入月額が基準額（一般世帯 15 万 8千円、裁量階層 21 万 4 千

円）を超えると「収入超過者」として認定され、収入に応じて近傍同

種の住宅並みの家賃を上限として、上表の金額に割増料金が加算され

ます。 参考：令和 8年度家賃上限 55,600 円 

※世帯の収入月額は別紙「市営住宅収入月額計算表」をご参照下さい。 
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＜平面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家賃ランク 月額家賃（令和８年度） 

Ａ １１，０００円 

Ｂ １２，７００円 

Ｃ １４，５００円 

Ｄ １６，４００円 

Ｅ １８，７００円 

Ｆ ２１，６００円 

 

清水沢住宅 ＜２ＤＫ＞ 

＜住宅の概要＞ 

   構  造 ： 木造平屋建 

間  取 ： ２ＤＫ(４３.０６㎡) 

   募集戸数 ： １戸 

   入居予定 ： 令和８年８月 

   建設年度 ： 平成２１年度 

   申込資格 ： 単身～３人世帯 

   駐 車 場 ： １台のみ(無料) 

※団地内に２台目の駐車場はありません。 

※世帯の収入月額が基準額（一般世帯 15 万 8千円、裁量階層 21 万 4 千

円）を超えると「収入超過者」として認定され、収入に応じて近傍同

種の住宅並みの家賃を上限として、上表の金額に割増料金が加算され

ます。 参考：令和 8年度家賃上限 59,200 円 

※世帯の収入月額は別紙「市営住宅収入月額計算表」をご参照下さい。 
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＊申込みから入居までの流れ  

 

  

              【期限厳守】 

               

  

 

抽選番号と抽選会の日程を郵送でご案内します。 

 

 

市役所にて公開抽選会を行います。 

              （出席は任意とし、抽選結果には影響ありません。） 

 

 

                抽選結果を申込者全員に郵送で通知します。 

                 

 

 

契約関係書類の提出・入居手続きをします。 

《当選しても失格となる場合》 

               申込内容に変更が生じ、入居資格を満たさないと判断された場合 

特別な事情がなく指定期間内に契約手続きをしない場合 

その他、不正が認められた場合 

                 

                  

補欠登録期間…抽選日から３ヶ月後のその日まで 

               当選者が辞退した場合、期間内に空家が発生した場合は、補欠順位の

高い方から優先してご案内します。 

               《補欠登録しても失格となる場合》 

入居希望調査を行う際、連絡が取れなくなっている場合や申込内容

に変更が生じ、入居資格を満たさないと判断された場合 

※ただし、災害による特別な事情が発生した場合には、補欠当選者以外の方に       

優先入居の措置が取られることもあります。 

                  

 

                申込み多数の場合には、落選となることもあります。 

                

 

申込受付 

（６/１～６/１５） 

抽選番号通知 

公開抽選会 

 

抽選結果通知 

当選者 

補欠登録者 

落選者 
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＊申込み前にご確認いただきたいこと  

 

           

  違反した場合は、明渡し請求の対象となります。 

 

◆ペット（犬・猫・鳥など）の飼育 

 近隣住民への迷惑や修繕費が過大となる要因になりますので、絶対におやめください。 

◆自家用車２台目以降の路上駐車（１台分は無料で駐車可） 

路上駐車は近隣住民への迷惑行為となるだけではなく、交通安全にも支障をきたすため

絶対におやめください。 

◆住宅の増築・改築・模様替等 

屋外へ物置やプレハブを設置することや植樹することも禁止です。 

 

              

 

毎年、世帯の収入に関する申告が義務付けられます。 

 

◆申告に基づき翌年度の家賃を決定しますので、収入の増減や同居親族の異動、算定基準

の変更などの要因によって毎年家賃が変動します。 

 （例）令和 8年度家賃は令和 6年中の所得を参照 

◆市営住宅に３年以上居住し、世帯の所得が基準額（一般階層 15 万 8 千円、裁量階層 21

万 4千円）を超えた場合、「収入超過者」として認定され、収入に応じて近傍同種の住宅

並みの家賃を上限として割増料金が加算されるとともに、市営住宅を明渡すよう努めて

いただくことになります。 

◆また、５年以上居住し、収入超過者の中でも特に高額な収入がある方は、市営住宅を明

渡していただくことになります。 

 

              

 

新たに親族との同居を希望する場合は同居承認が必要です。 

 

◆市営住宅入居後に新たに親族の同居を希望する場合は同居承認の手続きが必要となり

ます。 

◆同居承認は世帯の所得が基準額（一般階層 15万 8千円、裁量階層 21万 4千円）以下で

あること、家賃を３ヶ月以上滞納していないこと、原則として契約者の三親等以内であ

ることなどの条件があり、都度審査の上で決定いたします。 

◆なお、翌年度以降の家賃は新たに同居する親族の所得額も加味して算定いたします。 

 

 

禁止事項 

家賃の計算 

同居承認 
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契約者が退去した場合、他の入居者については、限定的な場合のみ市

営住宅に居住し続けることが可能となります。 

 

◆現在市営住宅の名義人となっている方が退去（死亡含む）し、その他の入居者が市営住

宅に居住し続ける場合は入居承継の手続きが必要となります。 

◆基本的には「退去した名義人と同居している配偶者」または「高齢者、障がい者等で特

に居住の安定を図る必要があると判断された場合」のみ入居承継が可能となっており、

いずれにも該当しない場合は原則、入居承継ができないため、契約者の退去（死亡含む）

に伴い、その他の入居者も全員の退去が必要となります。 

 

 

原状回復が必要なため、入居期間に関わらず入居者に必ず負担いた

だく修繕費があります。 

 

◆必ず行っていただくもの⇒「畳の表替」「襖の張替え」「住宅の清掃」「水栓（内部コマ・

パッキン）の取替」 

◆状態に応じて必要なもの⇒「入居者が汚破損した部分の修繕」 

タバコのヤニによるクロスの黄ばみ、 

管理不足と判断される過度の汚れ、 

台所の油汚れや浴室のカビ     など 

市営住宅は民間の賃貸住宅と比べると家賃が低廉である反面、退去時にかかる原状回復費

用が高額となる傾向にありますので、入居の際は十分ご検討の上、お申込みください。 

 

 

 

・市営住宅入居後、別の公営住宅への住み替えはできません。 

・ゴミは、町内会で管理するゴミ集積所を利用していただきます。利用にあ

たっては町内会のルールを厳守してください。 

 

退去時には 

その他 

＜修繕費の参考金額＞ 

◆きれいにご利用いただいた場合 ・・・・・・・・・・・・約 10万円～ 

◆通常利用で 10年間お住まいの場合・・・・・・・・・・・約 20万円～ 

◆ペット飼育等の禁止行為により多くの修繕が必要な場合・・・約 100万円 

※上記の金額は参考目安であり、住宅の状況や面積によって変動します。 

※その他、ご自身で設置したものの撤去費や、鍵紛失における取替費が別途必要となります。 

入居承継 


